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　　　　　 消費生活相談室便り  
楽しくて通いつめる、催眠（ＳＦ）商法にご用心！

相談内容

　１か月ほど前、友人に誘われて健康の話をする期間限

定の店に行った。粗品をもらい話を聞いたところ、とて

も楽しかったため、その後店に通いつめて健康器具やふ

とんなどを 100 万円以上買ってしまった。最近このこと

が家族に知られ、商品を返すよう諭され困っている。解

約できるだろうか。

アドバイス

　空き店舗などを短期間の会場とし、講習会を楽しい雰

囲気で行った後、次第に商品の購入契約に巻き込んでい

くものを「催眠（ＳＦ）商法」と言います。商品の無料

配布がきっかけとなる場合もあります。高額商品の勧め

を断れなかった、仮店舗のため後日トラブルが起きても

連絡が取りづらい、という話も聞かれます。

　今回の場合、まずその商品が本当に欲しいものだった

のか、もう一度よく考えましょう。ＳＦ商法は、契約後

８日間以内であればクーリングオフが可能です。しかし、

クーリングオフ期間後でも勧誘の過程や契約上の問題が

あれば、取り消しの主張は可能です。ご相談ください。

相談窓口　消費生活相談室　☎ 22-6965

いのちのホットライン竹原

場所　たけはらふれあい館

　　　（中央二丁目 4-3）9 時～ 18 時

※ 11/24 は休館します。

問い合わせ　いのちのホットライン竹原　☎ 22-9102

特設登記・人権相談所

日時　11 月 21 日（木）　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

場所　人権センター

問い合わせ　広島法務局東広島支局　☎ 082-423-7707

出張年金相談日

日時　11 月 13 日（水）10 時～ 15 時 30 分

場所　福祉会館２階会議室

問い合わせ　呉年金事務所　☎ 0823-22-1691

ふれあい福祉相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　ふれあい福祉相談センター

　　　　　　☎ 22-8986　※祝日は休みです。

◇ 11 月は司法書士が応相談。

◎電話による相談も可。

＊法律相談は予約制。月初めから受付。

　 無料での相談は一人 1回です。

相談内容 日 時間帯

◎一般相談
（どんな相談でも）

毎週月～金曜 8：30 ～ 17：00
◎ボランティア相談
（活動希望・援助依頼等）

税金相談 毎月第１金曜

10：00 ～ 15：00

◇不動産相談 毎月第３水曜

◎障害児者相談 毎月第３木曜

保険・年金相談 毎月第４水曜

◎女性相談 毎月第４金曜

＊法律相談 毎月第２金曜 10：00 ～ 16：00

行政相談

国の行政への苦情や相談を受け付けます。

問い合わせ　行政相談委員　黒崎　耕二

　　　　　　（忠海中町）☎ 26-0607

地域包括支援センター

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　地域包括支援センター　☎ 22-5494

相談内容 曜日 時間

高齢者
総合相談

月～金
8：30 ～ 17：00

（土・日曜日は、要望により対応）

介護家族
相談会

偶数月の
第３火曜日

13：30 ～ 15：00

県民相談

日時　毎週水曜日　９時 15 分～ 12 時、13 時～ 16 時　　場所　広島県東広島庁舎１階（東広島市西条昭和町 13-10）

問い合わせ　西部地域県民相談室東広島支所　☎ 082-422-6911

子どもを虐待から守りましょう
平成 25 年度のテーマ

　「さしのべた

　　　その手がこどもの　命綱」

　11 月は、児童虐待防止推進月間です。

　「しつけのためにしている…？」と思っ

ても、子どもにとって有害であれば、そ

れは『虐待』です。虐待には、身体的虐

待・ネグレクト（育児放棄）・性的虐待・

心理的虐待があります。「虐待を受けて

いると思われる子ども」がいたら、すぐ

に連絡してください。「通告」は法律上、

市民の義務です。連絡者や連絡内容の秘

密は守られます。

相談・通告先

　全国共通ダイヤル　☎ 0570-064-000

　子ども福祉室　　　☎ 22-7742

　家庭児童相談室　　☎ 22-3544

　広島県西部こども家庭センター

　　　　　　　　　　☎ 082-254-0381
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　市民人権標語 　　中学生の作品　　笑顔を見て　私も笑顔になっていく　笑顔のリレーを続けていこう

たけはら男女共同参画社会づくり講座　参加者募集！
　いきいきのびのび安心して暮らせる社会づくりについて考え

てみませんか？

テ－マ　～ともに輝く あした創り パート 10 ～

対象　男女不問（１講座だけでも受講できます。）

場所　勤労青少年ホーム３階 軽運動場 ほか

募集人数　70 人（第２回は 40 人）　　

受講料　無料　（第２回講座の美術館入館料、昼食代等は実費）

申込方法　12 月６日（金）までに所定の申込書（人権センター、

　支所・出張所、各公民館に備え付け）により郵送または FAX

　で申し込んでください。

申し込み・問い合わせ　人権推進室　☎ 22-7736（FAX 兼）

▼学習プログラム

日程 時間 学習テーマ 講師

第１回
1/18（土）

13：30
～ 16：00

○開講式
○昭和生まれ世代の介護問題～家族介護の限界点～

春日 キスヨさん
（臨床社会学者、「高齢社会を
よくする女性の会・広島」代表）

第２回
1/25（土）

８：00
～ 17：00

○フィールドワーク　
・「平和・人権・文化」県北唯一の平和公園・平和美
　術館めぐり
（見学先）三良坂平和美術館、三良坂平和公園、山代巴記
念室、奥田元宋・小由女美術館、三次ワイナリーほか

第３回
2/15（土）

13：30
～ 16：00

○漫才とワークショップ
・第１部：漫才
・第２部：ワークショップ

漫才コンビ
さっちゃん・ともちゃん

参加者の声

・男女共同参画の勉強を始めて 10 年

　余り。やっと人間らしく生きると

　いう意味が分かってきました。

・人を自分の思い通りに動かすので

　はなく、自分を変えようと気づき

　ました。

・相手の言葉に耳を傾け、「おはよ

　う！ありがとう！ごめんね」の言

　葉が素直に言えるようになり、　

　気持ちが楽になりました。

2013 たけはら人権フェスティバル
　講演やパネル・作品展示などを通じて、人権

について考えてみませんか。

日時　12 月７日（土）９時～ 17 時

　　　12 月８日（日）９時～ 16 時

場所　人権センター、勤労青少年ホーム

内容　「インターネットと人権」のパネルとビ

　デオライブラリー、ふれあい福祉展・作品展、

　その他人権に関する展示

問い合わせ　人権センター　☎ 22-3726

※駐車場は、市職員駐車場・市役所駐車場をご

　利用ください。

人権啓発市民講座
日時　12 月８日（日）

　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

場所　市民館ホール

内容　たけはら男女共同参画講座プレゼンテー

　ション、人権作文コンテスト表彰式、人権擁

　護委員の活動紹介、講演会

　※入場無料

講演テーマ

　「人がいて、ぬくもりがあって…」

講師　千
ち

葉
ば

紘
ひろ

子
こ

さん

　（歌手、篤
とく

志
し

面接委員、保護司）

日程 時間 内容 場所

12/7
（土）

10：00
～ 15：00

人権相談（東広島竹原人
権擁護委員協議会）

勤労青少年
ホーム２階

就労相談（ハローワーク職員）

人権センター9：00
～ 17：00

生活相談（竹原市生活相談員）

ＤＶ相談（竹原市生活相談員）

12/8
（日）

9：00
～ 13：00

健康相談（竹原市保健師）
人権センター

体験コーナー

共同募金 市民館ロビー

▼各種相談や模擬店、即売・体験コーナー　

日程 時間 内容 場所

12/8
（日）

9：00
～ 13：00

囲碁・将棋コーナー
勤労青少年
ホーム２階

11：00
～ 13：00

模擬店（うどん、炊
き込みご飯）

人権センター

10：00
～ 13：00

模擬店（おでん、か
ら揚げ、ピザなど） 人権センター

玄関前・
ロビー即売コーナー（パン、

手芸品など）

バスで三次市へ

移動します。

10 周年記念


